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ご入学、ご進級おめでとうございます  
        校長 藤原 啓  

 
お子様のご入学・ご進級おめでとうございます。  
おだやかな春の日差しに誘われて校庭の草木が花開き、進級の喜びに心躍る子供

たちの気持ちをさらに大きく膨らませてくれています。校庭の桜も数年ぶりに始業

式・入学式にあわせて満開になりました。本年度の第三小学校は新 1 年生 95 名を迎

えて、全校児童 500 名となりました。児童数が増えたことに伴い昨年度より１学級

増の 19 学級でのスタートです。  
私は、渡邉丈裕校長の後任として着任いたしました、藤原啓（ふじわらけい）と申

します。地域に根ざした歴史と伝統のあるこの第三小学校に着任できたことを、心よ

り光栄に思っております。第三小学校の伝統を守りつつ、これまで以上に子供たちの

笑顔があふれる学校にしていきたいと思います。  
本校は今年度開校６５周年を迎える、地域や保護者の皆さんに支えられている学

校です。保護者の皆さんの中には、自らも第三小学校の卒業生という方も少なくあり

ません。ですから、地域の大人が同一歩調で、子供たちを育てていくことができる環

境にあります。学校と保護者、地域のそれぞれが役割分担と協力をすることで、子供

たちがよりよく育ってくれることを強く願っています。また、数年後には校舎の建替

えも計画されています。地域の教育力が結集する次世代の学校の姿を模索しつつ教

育活動を展開してまいります。  
今年度も新たなメンバーがたくさん加わりました。全教職員の力を結集し、教育活

動を充実させ、子どもたちの笑顔のために、全力を尽くしてまいります。保護者や地

域の皆様には、本校の教育活動に対し、ご支援とご協力を賜りますようお願い申し上

げます。  
 
 
 
 

 

＜本校の学校教育目標＞ 
 
『 学び合い 心育み合い 鍛え合い 人と共に「生きる力」が育つ学校 』 
 

＜今年度のスローガン＞ 
 

「 学校・家庭・地域が連携・協働して、チーム三小で６５周年 」 



４月の行事予定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１日 月 春季休業日（～７日） 
２日 火  

 ３日 水  
 ４日 木 ６年生準備登校 
 ５日 金  

６日 土  
７日 日  

８日 月 第１学期始業式 入学式 

９日 火 ３時間授業 

１０日 水 
３時間授業 

スクールカウンセラー勤務日 

１１日 木 
２～６年生給食開始 

２・５・６年生、おおぞら内科検診 

１２日 金  

１３日 土  

１４日 日  

１５日 月 
委員会活動 １年生段階給食① 

５・６年生身体測定 

１６日 火 
１年生段階給食② 

３・４年生身体測定 

１７日 水 
５・６年生授業参観・懇談会 

１年生完全給食 ２年生身体測定 

１８日 木 

６年生全国学力・学習状況調査 

３・４年生授業参観・懇談会 

１年生身体測定 

１９日 金 

２年生、おおぞら授業参観・懇談会 

１年生懇談会 

５年生聴力検査 

２０日 土  

２１日 日   

２２日 月 
クラブ活動 避難訓練（地震・火災） 

３年生聴力検査 

２３日 火 

通学班会議・一斉下校 

６年生全国学力・学習状況調査（質問） 

１年生聴力検査 

２４日 水 

１年生交通安全教室 

２年生聴力検査 

PTA 学級委員等の役決め 

２５日 木 
１年生を迎える会  尿検査 

全学年５時間授業 

２６日 金 尿検査予備日 離任式 

２７日 土  

２８日 日  

２９日 月 昭和の日 

３０日 火 
全校朝会 

全学年眼科検診 

退職教職員および転出教職員 

【学用品費、学校給食費などを援助】（就学援助制度） 
和光市では、生活保護世帯に準ずる程度に困窮し経済的な理由

により就学が困難な児童生徒の保護者に、学校給食費や学用品費
等の費用の一部の援助する事業を行っています。 
 ■対象 

和光市内に住所を有し、国公立の小・中学校に在籍する児童
生徒の保護者で、生活保護法による要保護者及び一定の条件
に該当する方（条件については、別途学校から配布される「就
学援助制度について」をご確認ください）   

■申請 
各学校で随時受け付けています。原則として、月ごとの認

定です。認定切り替えの時期は７月（全対象者共通）で、認定期
間は翌年 6 月までです。７月以降の受給審査のために再度、
申請書等の提出が必要です。なお、新入学児童生徒学用品費
は４月に認定された小・中学校１年生の保護者のみ対象となり
ます。 

■ 問合せ／各学校又は和光市教育委員会学校教育課学務担当 
 ☎048‐424‐9148 

新採用教職員および転入教職員 


